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当院での労働時間短縮の取り組み１
（タスクシェアリング、業務内容見直しの例）
従来 改善後 備考

診療体制 完全主治医制 チーム制の導入
（休日は当番医制）

呼吸器内科との混合当番医制。
金曜日に手術を行っても翌土曜日の当番医
が内科であれば内科医師が術後管理。
ラインで情報を共有。

待機手術予定 初診日順
（全身精査終了順）

優先的に低侵襲手術＊

を金曜日に予定。
＊＝転移性肺腫瘍や胸膜生検等

死亡診断 すべて主治医 時間外の看取りは当番
医又は当直医

勤務時間内は主治医が行う。

お見送り 全例主治医が同行。
医師の暗黙の義務。

任意（原則行わない）。

抗生剤初回投
与、輸血

全例主治医施行 看護師
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○時間外臨終対応は、当直医など院内在勤医師が59.6％（N=408) 
（邉見 公雄 2022.1.22 ）

○宮崎県急性期6病院聞き取り調査→5病院は主に当直医、時に主治医
(当院調べ)

○主治医以外の医師による死亡確認は家族の心理的なつらさを強めない
（新城拓也、他 Palliative care Research 2010）
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当院での労働時間短縮の取り組み２
（タスクシフティングの例）

1. 医療秘書の職域拡大

従来 改善後

NCD入力、
診断書作成
（のみ）

新患カルテ作成、
他科コンサルテーションシート作成
代行入力
（検査、処方、パス、入院予約オーダー、等）

サマリー、
診療情報提供書作成、

従来 改善後

すべて担当医が選択、入力 薬剤師による入院持参薬調整、
管理栄養士による入院食種、
理学療法士によるリハビリ内容の推奨選択
（医師はカルテ上で承認のみ行う）

2. 他職種の権限拡大

医師事務作業補助算定加算2）20：1（770点）
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呼吸器外科時間外労働時間と手術件数の推移
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診療科別の月当たり時間外労働時間
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社会保険労務士の助言の下、院長主導で取り組み



〇組織として真摯に取り組む体制づくり

１）医局会、院内勉強会での講演

２）働き方改革強化委員会、推進委員会の立ち上げ

〇時間外労働の実態把握と改善への取り組み

１）宿日直許可申請

２）法解釈の問題

所定労働時間と法定労働時間の区別

変形労働時間制の導入

３）実務上の問題

何が労働かが明確でない。

時間外労働発生の原因が把握できない。

医師個人が労働時間を把握できない。

社会保険労務士の助言の下、院長主導で取り組み
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所定労働時間≠法定労働時間

所定：当院が決めた労働時間

法定：労働基準法上の時間

1日 8時間

週 40時間

休日 1週間に1回
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休
憩

時
間
外
労
働

8:30 17:15 17:30

所定労働時間
休憩時間（1時間）を除いた7時間45分

法定労働時間の上限
休憩時間（1時間）を除いた8時間00分

17:15~17:30(0.25時間)：所定労働時間外労働時間

17:15~17:30(0.25時間)≠法定労働時間外労働時間

毎月約5時間 減
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2023
5月

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3(祝) 4(祝) 5(祝) 6 7

所定休日
勤務→所定休日労働時間

法定休日

1日8時間以内、週40時間以内であれば
法定休日労働とはならない
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2023
10月

月 火 水 木 金 土 日

9(祝) 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

10月15日の日曜日に働かせても法定休日労働とはならない
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当直表の作成

救急科部長

↓

病院産業医

健康状態

就業スタイル

時間外労働時間

各科のスケジュール
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≒0.85X所定時間外休日労働
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3つの「じゃなきゃダメだ」を捨てる

×俺じゃなきゃダメだ

×そんなことじゃダメだ

×正式に決まってからじゃなきゃダメだ

働きアリの2-6-2の法則
長谷川ら Journal of Ethology 2012年

労働時間短縮≠教育の低下
馬場秀夫 医療維新 2022.3.20

方針表明・組織つくり(Plan) →
自己評価「自主監査」・改善策選定・自主ルー ル作成 (Do) →
運用と評価 (Check) →
定期的な見直し (Act)

勤務医の 労務管理に関する 分析・改善ツール 厚生労働省
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手術の流れ働きアリの2-6-2の法則
長谷川ら Journal of Ethology 2012年

労働時間短縮≠教育の低下
馬場秀夫 医療維新 2022.3.20

血管処理、癌摘出
（重要）

皮膚切開など
（重要でない）

皮膚縫合など
（重要でない）

手術の流れ
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ダーウィンの言葉

最も強い者が生き延びるのでもなく
最も賢い者が生き延びるのでもない
唯一生き残ることができるものは
変化できる者である

○自分が信じて今までやってきた事を自分で否定→つらいこと。
○そもそも医師は医療のプロであって、労務管理は素人。

→社会保険労務士等、外部からのアドバイスが有用！

医師の働き方改革のために最も大事な事

医師の意識改革


